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第３　退職所得の源泉徴収事務

居住者に支払う退職所得の源泉徴収事務は、①退職手当等の支払を受ける人（退職者）から、「退職所
得の受給に関する申告書」の提出を受け、この申告書に記載されている勤続年数などに基づいて退職所得
控除額を計算し、②退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の２分の１に相当する金額（課
税退職所得金額）を課税標準として、「退職所得の源泉徴収税額の速算表」（２０ページ参照）の「税額」
欄に示されている算式に従って税額を計算し、③退職手当等を支払う際にその税額を源泉徴収して納付す
る事務です。

退職所得とは、退職したことにより一時に支払われる退職手当や退職金、一時恩給などをいいます（所
法３０①、３１）。
なお、死亡したことにより退職した人に支払う退職手当等は、通常その遺族の相続税の課税対象となり

ますので、所得税は課税されません（基通９－１７）。

退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の２分の１に
相当する金額とされています（所法３０②）。
この退職所得控除額は、一般の退職の場合、退職した人がその会社などに就職してから退職するまでの

勤続年数に応じて、次のように定められています（所法３０③、所令６９）。

退職所得控除額の計算に当たっては、次の点に注意してください。
１　退職所得控除額は、勤続年数に応じて「源泉徴収のための退職所得控除額の表」により求めます。
２　勤続年数に１年未満の端数がある場合には、その端数を切り上げて１年とします（所令６９②）。

（例：２１年３か月→２２年）
３　計算した退職所得控除額が８０万円未満の場合には、８０万円とします（所法３０④二）。
４ 障害者となったことに直接基因して退職した場合には、一般の退職の場合の金額に一律１００万円を加算
した金額を退職所得控除額とします（所法３０④三）。

（注） この設例は「退職所得の受給に関する申告書」が提出されている場合の例ですが、この申告書が提出
されていない場合には、退職手当等の金額に２０％を乗じた税額を源泉徴収することになります（所法
２０１③）。
なお、この申告書は源泉徴収義務者が保管することになっており、税務署へ提出する必要はありませ

ん（基通２０３－３）。

蠢 退職所得の範囲

蠡 退職所得控除額

蠱 税額の求め方（平成２４年分）

勤 続 年 数 退 職 所 得 控 除 額

２０年以下の場合 ４０万円×勤続年数

２０年を超える場合 ８００万円＋７０万円×（勤続年数－２０年）

盧 勤続期間 昭和５７年１０月１日就職～平成２４年３月３１日退職
盪 退職手当等の金額 １,７００万円
蘯 退職の理由 定年退職

（設例）
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〔税額の計算〕
① 勤続年数は、２９年６か月ですから１年未満の端数
を切り上げて３０年となります。
② 「源泉徴収のための退職所得控除額の表」によっ
て、「勤続年数」が「３０年」で「一般退職の場合」
の退職所得控除額を求めると１,５００万円となりま
す。
③ 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した
残額を２分の１して課税退職所得金額を求めます。

（１,７００万円－１,５００万円）×　　＝１００万円

④ 「退職所得の源泉徴収税額の速算表」の「税額」
欄に算式が示されていますので、この算式に従って
税額を計算します。

１００万円×５％＝５万円
これがその退職手当等から源泉徴収する税額です。

退職所得の源泉徴収税額の速算表（平成２４年分）

（注） 課税退職所得金額に１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。また、求めた税額に
１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

居住者又は内国法人に支払う報酬・料金等の源泉徴収事務は、原稿料、講演料、技芸・スポーツ・知識
等の教授・指導料、税理士報酬、外交員報酬、出演料、ホステスの報酬などの報酬・料金等の支払者が、
その支払の際に一定の税率により所得税を徴収して納付する事務です。
源泉徴収の対象とされている報酬・料金等の範囲及び税額の計算方法は、次の表のとおりです。
なお、給与等の支払がない個人又は常時２人以下の家事使用人のみに対して給与等を支払う個人は、次

表の９に掲げるホステスなどの報酬・料金を支払う場合を除き、源泉徴収を行う必要はありません（所法
１８４、２０４②）。

（源泉徴収のための退職所得控除額の表）

１
２

第４　報酬・料金等の源泉徴収事務

課 税 退 職 所 得 金 額 � 税 率 � 控 除 額 � 税 額 ＝ � × � － �

１，９５０，０００ 円以下

１，９５０，０００ 円超 ３，３００，０００ 〃

３，３００，０００ 〃 ６，９５０，０００ 〃

６，９５０，０００ 〃 ９，０００，０００ 〃

９，０００，０００ 〃 １８，０００，０００ 〃

１８，０００，０００ 〃

５％

１０％

２０％

２３％

３３％

４０％

―

９７，５００円

４２７，５００円

６３６，０００円

１，５３６，０００円

２，７９６，０００円

（Ａ）×５％

（Ａ）×１０％ － ９７，５００円

（Ａ）×２０％ － ４２７，５００円

（Ａ）×２３％ － ６３６，０００円

（Ａ）×３３％ － １，５３６，０００円

（Ａ）×４０％ － ２，７９６，０００円
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